
諮問案に関する審議の進め方について （案）

令和５年２月１日に総務大臣から諮問された諮問第169号「公的統計の整備に関する基本的な計画の変

更について」に係る審議については、以下のとおり進めることとする。

○今回諮問された基本計画の案は、統計委員会の意見（「第Ⅳ期基本計画に関する基本的な考え方」）を

踏まえて作成されていることを勘案しつつ、企画部会において、以下のような視点から審議を行い、答申

案を取りまとめる。

［審議の主な視点］

 統計委員会の意見（「第Ⅳ期基本計画に関する基本的な考え方」）は適切に反映されているか

 諮問案において、新たに盛り込まれた事項は妥当か

 記述の充実や明確化を図るべき事項はないか

・ オンライン調査を更に推進するために必要な事項 等

 統計委員会として、更に加えることが必要と考える事項はあるか

令和５年２月１日 企画部会
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